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広報誌は環境にやさしい大豆
油インキを使用しています。

「広報かすみがうら」は、ホームページで掲載しているほか、
市内の公共施設、コンビニや金融機関などにも設置してい
ます。（一部のコンビニには設置されていませんのでご理
解をお願いします。）

皆さんの声をお聞かせください！

広報誌へのご意見・お気づきの点などをお寄せください。

メール・はがき・電話などいずれの方法でも結構です。

かすみがうら市の人口と世帯
平成22年5月1日現在

　人口　44,063人
　 男 　22,245人
　 女 　21,818人
　世帯　15,646世帯

問い合わせは　長寿福祉課☎内線1180

社会福祉協議会の地域ケアコー
ディネーターが、高齢者や障害者
など援護を必要とする方に最適な
在宅福祉サービスを提案します。△

社会福祉協議会
千代田地区☎ 0299-59-5509
霞ヶ浦地区☎ 029-898-2527

地域ケアシステム

在　宅　支　援

対象者

介護・支援が必要な高齢者または重度の障害者の方へ
通院通所・外出の際のタクシー料金の一部を助成します。
　　　 ▼ 65 歳以上で、要支援 1・2、要介護１～ 5 以上
の認定を受けている方 ▼身体障害者手帳 1 級・2 級の方

▼療育手帳Ａ・Ⓐの方 ▼精神障害者保健福祉手帳 1 級・2
級の方 ▼ 65 歳以上の単身者で自動車の運転ができない方
のうち、市民税が課せられていない方
※自動車税・軽自動車税の減免を受けている方や医療機

関に入院している方、介護保険施設などで生活している方
は助成を受けることができません。
　　　  市の助成額以外の料金
市の助成額は、市が定めた初乗運賃標準額（普通車 660 円、
大型車 690 円、特定大型車 710 円）と実際の初乗運賃額
とを比較して低い方の額。
※市の乗り合いタクシーには使用できません。
※期限を過ぎた助成券は必ず返還してください。

福祉タクシー利用料金助成

自己負担

急病や災害時にボタンで通報！
　　　 65 歳以上のひとり暮らし
で、突発的に生命に危険な症状の
発生する持病を有する方または重
度身体障害者・身体虚弱のため、
緊急事態に機敏に行動することが
困難な方
　　　  収入に応じて自己負担有

緊急通報装置設置

自己負担

対象者

草取り・清掃などをお手伝い！
　　　 65 歳以上のひとり暮らし
または 65 歳以上のみの世帯で、
日常生活が困難な方
　　　  1時間あたり160 円～（生
活保護受給者：80 円）
※機械などを使った作業は別途。
※ 1カ月 6 時間まで利用可能。

軽度生活支援

自己負担

対象者

平日・健康でおいしい食事を提供！
　　　 65 歳以上のひとり暮らし
または 65 歳以上のみの世帯で、
老衰・心身の障害・疾病などの理
由により調理の困難な方 
　　　  300 円／ 1 食（生活保護
受給者：200 円）

配食サービス

自己負担

対象者

要介護認定で要支援 1･2 と認定さ
れたらご連絡ください。介護予防
ケアプランを作成します。また、
高齢者の介護、福祉、健康に関す
る悩みや問題の相談に応じます。△

地域包括支援センター
　内線☎ 1351・1352

地域包括支援センター

24 時間体制で在宅介護に関する

支援、指導を行います。介護のこ

とについてご相談ください。

△

千代田地区「プルミエールひた

ち野」☎ 0299-59-5611

△

霞ヶ浦地区「サンシャインつく

ば」☎ 029-897-0101

在宅介護支援センター

ご活用ください

日常生活が困難な
　高齢者へのサービス
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